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下級裁判所の裁判官の定員･現在員等内訳

（官職別）

I

＊現在員は12月1日現在である。

I

高裁長官 判 事 判事補 簡裁判事

平成24年度

定 員

現在員

欠 員

8

8

0

1.857

1,825

32

1,000

863

137

806

761

45

平成25年度

定 員

現在員

欠 員

8

7

1

1,889

・ 1,846

43

1,"0

848

152

806

773

33

平成26年度

定 員

現在員

欠 員

8

8

0

1,921

1,876

45

1,0"

832

168

806

776

30

平成27年度

定 員

現在員

欠‘ 員

8

8

0

1,953

1,915

38

1,000

817

183

806

793

13

平成28年度

定 員

現在員

欠員

8

8

0

1｡985

1,958

27

1.000

794

206

806

773

33

平成29年膜

定 員

現在員

欠 員

8

8

0

2,035

1.946

89

977

813

164

806

743

63

平成30年度

定 員

現在員

欠 員

8

8

0

2,085

1,972

113

952

779

173

806

712

94

令和元年度

定 員

現在員

欠 員

8

8

0

2,125

1,996

129

927

779

148

806

686

120

令和2年度

定 員

現在員

欠 員

8

8

0

2,155

2,027

128

897

747

150

806

667

139

令和3年度

定 員

現在員

欠 員

8

8

0

2,155

2,046

109

897

715

182

806

657

149
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裁判所職員の官職別定員･現在員等内訳

ト
●

＊現在員は12月1日現在である。

／

裁判官

且高裁長官

陵高戯判事

富鮫長官

判事 判事補

簡裁

判富

合齢

裁判官以外の裁判所職員
｡

秘書官 書配官

家裁
鯛査官
（輪）

事務官 速妃官 その他
二
員

１行
職

合 計

~

平成24年度
定 員

現在員

23

23

1,857

1,825

1‘O”

863

806

761

3.686

3,472

23

23

40

9,541

1,596

1‘584

9.335

9,367

240

219

326

252

899

769

22,059

21,755

平成25年度
定 員

現在員

23

22

1,889

1,846

1,000

848

806

773

3,718

3,489

23

23

9,688

9,627

1,596

1,583

9,325

9.349

235

208

326

249

833

721

22,026

21,760

平成26年度
定 員

現在員

23

23

1,921

1.876

1,000

832

806

776

3,750

3,507

23

23

9,732

9,685

1,596

1,574

9.315

9,325

230

204

326

243

768

650

21,990

21,704

平成27年度
定 員

現在員

23

23

1,953

1,915

100"

817

806

793

3,782

3.548

23

23

9.771

90706

1,596

10574

9,316

9286

225

199

326

241

697

586

21.954

21,615

平成28年度
定 員

現在員

23

23

1,985

1,958

1,000

794

806

773

3,814

3‘548

23

23

9,810

9,747

1,596

1,566

9,317

9,246

220

195

326

239

626

534

21,918

21,550

平成29年度
定 員

現在員

23

23

2.035

1.946

977

813

806

743

3,841

3,525

23

23

34

9,776

1,596

10567

9,334

9.284

215

193

326

238

555

487

21,883

21.568

平成30年度
定 員

現在員

23

23

2085

1,972

952

779

806

712

3,866

3,486

23

23

9,853

9.785

1,596

1,564

9,346

9296

213

187

326

233

491

440

21,848

21,528

令和元年度
定 員

現在員

23

23

2,125

1,996

927

779

806

686

3,881

3,484

23

23

9.868

9,794

1,596

1,563

9,370

9,341

211

177

326

230

441

402

21,835

21,530

令和2年度
定 員

現．在員

23

23

2.155

20027

897

747

806

667

3,881

3,464

23

23

9,876

9,824

1,596

1,574

9,384

9,330

209

167

326

224

・ 404

368

21.818

21,510

令和3年度
定 員

現在員

23

23

2，155

2,046

897

715

806

657

3,881

a441

23

23

9.878

9,803

1,596

1,579

9,392

9,385

207

159

326

218

379

332

21,801

21.499

その他

教 官

裁判所

鯛査官

技官

医繍

職 昌

合計

令和3年度
定 員

現在員

42

26

41

・ 26

119

108

124

58

326

218
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司法修習資金（及び平成29年度から実施の修習専念資金）の貸与申請者数，貸与金額別

内数及び貸与率(平成24年度～令和3年度）

○平成24年度i第66期）

・貸与申請者数： 1,645名

・第66期司法修習生数：2,035名

→貸与申請率：約80.84％

・貸与申請額内訳

18万円：51名

23万円： 1,090名

25万5千円（住居加算） ：422名

25万5千円（扶養加算）38名

28万円：44名

P

○平成25年度（第67期）

・貸与申請者数： 1,449名

・第67期司法修習生数： 1,969名

→貸与申請率：約73.59％

・貸与申請額内訳

18万円:67名

23万円：969名

25万5千円（住居加算） ：358名

25万5千円（扶養加算） ：30名

28万円：25名

○平成26年度（第68期）

・貸与申請者数： 1,181名

・第68期司法修習生数： 1,761名

→貸与申請率：約67.06％

・貸与申請額内訳

18万円：66名

23万円：833名 ．

25万5千円（住居加算） ：229名

25万5千円（扶養加算） ：27名

28万円：26名

○平成27年度（第69期）

・貸与申請者数： 1,205名

・第69期司法修習生数: 1,787名

→貸与申請率：約67.43％



･貸与申請額内訳

18万円：51名

23万円：894名

25万5千円（住居加算） ：207名

25万5千円（扶養加算） ：28名

28万円：25名

○平成28年度（第70期）

・貸与申請者数：993名

・第70期司法修習生数： 1,530名

→貸与申請率：約64690％

・貸与申請額内訳

18万円：33名

23万円：847名

25万5千円（住居加算） ：78名

25万5千円（扶養加算) ：27名

28万円：8名

○平成29年度（第71期）

・貸与申請者数：543名

・第71期司法修習生数： 1,516名

→貸与申請率：約35.82％

・貸与申請額内訳

10万円：515名

12万5千円（扶養加算） ：28名

O平成30年度（第72期）

・貸与申請者数：499名

・第72期司法修習生数： 1,482名

→貸与申請率：約33.67％

・貸与申請額内訳

10万円：475名

12万5千円（扶養加算） ：24名

O令和元年度（第73期）

・貸与申請者数：598名

・第73期司法修習生数： 1,473名

→貸与申請率：約40.60％

・貸与申請額内訳

10万円：565名



12万5千円（扶養加算） ：33名

○令和2年度（第74期）

・貸与申請者数：629名

・第74期司法修習生数： 1,456名

→貸与申請率：約43.20％

・貸与申請額内訳

10万円：595名

12万5千円（扶養加算） ：34名

○令和3年度（第75期）

・貸与申請者数：527名

・第75期司法修習生数： 1,329名

→貸与申請率：約39.65％

・貸与申諸額内訳

10万円：492名

12万5千円（扶養加算） ：35名

※司法修習生採用発令日現在（平成28年度は採用発令日が日曜日のため翌日）で集計

※各期の貸与申請者数は貸与申請後に撤回した者を含めない数である。

※各期の貸与申請額内訳は貸与申請額を変更した者については変更後の貸与申請額の数

である。

※各期の司法修習生数については，再採用者を含まない数である。
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司法修習生の兼業許可に関する資料

注1第67期司法修習生から運用を緩和することとした兼業許可に係る数値である。

注2数値は延べ人数であり， 1人で複数の申請等した場合には,複数カウントされている。

1

採用年度(修習期） 申請者数
許可 不許可 取下げ

平成25年度(第67期） 272 254 4 14

平成26年度(第68期） 304 288 3 13

平成27年度(第69期） 326 . 315 5 6

平成28年度(第70期） 359 352 、 1 6

平成29年度(第71期） 262 256 1 5

平成30年度(第72期） 292 285 1 6

令和元年度(第73期） 262 254 0 8
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1弁護士任官制度による弁護士から裁判官への任官者数

注） （ ）内は,民事調停官･家事調停官から裁判官への任官者数(弁護士任官制度による任官者数の内数)である。

2任官時配属先

高裁判事 22人

地裁判事 0人．

家裁判事 0人

地裁判事補 ‘ 7人

年 度 平24 ’ 25 26 27 28 29 30 令元 2 3

任官者 5

(O)

4

(2)

4

(1)

1

(0）

3

(2)

2

(0）

2

(1)

1

(o)

4

(1)

3

(0）

内
訳

判事

判事補

4

(0）

1

(0）

4

(2)

0

(O)

2

(1)

2

(0）

1

(0）

0

(0）

3

(2)

0

(0）

1

(0）

1

(0）

1

(1)

1

(0）

1

(0）

0

(0）

2

(1)

2

(0）

3

(O)

0

(0）



14

特例判事補の人数

年度 平24 25 26 27 28 29 30 令元 2 3

人数 431 419 389 373 356 382 379 390 376 368
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特例判事補の数

(令和3年12月1日現在）

0

司法修習終了年 司法修習期別 判事補の現員数 特例判事補の数

平成23年

24年

年
年
年

５
６
７

２
２
２

新64期

現行65期

新65期

期
期
期

６
７
８

６
６
６

別
２
帥
稲
．
万
的I

“
２
帥
祀
両
的
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裁判官の年齢階層・男女別在職状況

(最高裁長官,最高裁判事及び高裁長官を含む｡）

29虎

男

i以下

女

30～39歳

男 女

40～49菌
Ｂ
由
－
Ｊ
■

男 女

50～59歳

男 女．

60鳶

男

似上

女

合計

男 女

平成24年度 169 90 626 277 595 164 789 87 651 24 2,830 642

平成25年度 164 84 622 280 599 179 778 94 660 ､29 2,823 666

平成26年度 162 88 604 283 613 196 778 106 647 30 2,804 703

平成27年度 173 77 579 302 616 209 786 110 661 35 2,815 733

平成28年度 174 87 564 290 631 222 758 119 666 37 2,793 755

平成29年度 162 84 566 288 643 228 721 131 668 34 2,760 765

平成30年度 148 75 544 281 667 234 693 137 661 46 2,713 773

令和元年度 153 64 529 285 657 239 682 147 676 52 2,697 787

令和2年度 146 69 511 265 670 256 648 149 694 56 2,669 795

令和3年度 147 73 483 255 667 267 642 159 686 62 2,625 816
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判事補の弁護士職務経験制度による弁護士職務従事者数

ツ

弁護士職務従事期間 人数

平成24年4月1日から同26年3月31日まで
11名

(全員裁判官に復帰済み）

■ ｡

平成25年4月1日から同27年3月31日まで
9名

(全員裁判官に復帰済み）

平成26年4月1日から同28年3月31日まで
11名

(全員裁判官に復帰済み）

平成27年4月1日から同29年3月31日まで
11名

(全員裁判官に復帰済み）

平成28年4月1日から同30年3月31日まで
11名

(全員裁判官に復帰済み）
ｬ●

平成29年4月1日から同31年3月31日まで
12名

(全員裁判官に復帰済み）

平成30年4月1日から令和2年3月31日まで
12名

(全員裁判官に復帰済み）

平成31年4月1日から令和3年3月31日まで
C ■

14名

(全員裁判官に復帰済み）
0

令和2年4月1日から同4年3月31日まで（予定）
9

14名

令和3年4月1日から同5年3月31日まで（予定） 13名
P



3

下級裁判所の裁判官の定員･現在員等内訳

（官職別）ノ

＊現在員は12月1日現在である。

高裁長官 判 事 判事補 簡裁判事

平成25年度

定 員

現在員

欠 員

8

7

1

1,889

1,846

43

1,000

848

152

806

773

33

平成26年度

定 員

現在員

欠 員

8

8

0

1,921

1,876

45

1,000

832

168

806

776

30

平成27年度

定． 員

現在員

欠 員

8

8

0

1,953

1,915

38

1,000

817

183

806

793

13

平成28年度

定 員

現在員

欠 員

8

8

0

1,985

1,958

27

1,000

794

206

806

773

33
①

平成29年度

定 員

現在員

欠 員

8

8

0

2,035

1,946

89

977

813

164

806

743

63

平成30年度

定 員

現在員

欠 員

8

8

0

2,085

, 1,972

113

952

779

173

806

712

94

令和元年度

定 員

現在員

欠 員

8

8

0

2,125

1,996

129

927

779

148

806

686

120

、

令和2年度

定 員

現在員

欠 員

8

8

0

2,155

2,027

128

897

＆ 747

150

806

667

139

令和3年度

定 員

現在員

欠 員

8

8

0

2,155

2,046

109

897

715

182

806

657

149

令和4年度

定 員

現在員

欠 員

8

8

0

2,155

2,066

89

857

681

176

806

646

160
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裁判所職員の官職別定員･現在員等内訳

1

1

＊現在員は12月1日現在である。

裁判官

R高観長官

艮商哉判率

宙戯長官

判事 判事補

簡 裁

判事

合計

裁判官以外の裁判所職員

秘書官 ｜害配官

家裁

調査官
（補）

事務官 速妃官 その他
行に

職員

合 計

平成25年度
定 員

現在員

23

22

1.889

1.846

1,000

848

806

773

3.718

3,489

23

23

9.688

9.627

1,596

1,583

9,325

9,349

235

208

326

249

833

721

22u026

21,760

平成26年度
定 員

現在員

23

23

1,921

1,876

1,000

832

806

776

3,75C

3,507

23

23

9,732

9,685

1,596

1,574

9,315

9,325

230

204

326

243

768

650

21,990

21,704

平成27年度
定 員

現在員

23

23

1,953

1,915

1,000

817

806

793

3,782

3,548

23

23

9,771

90706

1,596

1,574

9,316

9,286

225

199

326

241

697

586

21,954

21,615

平成28年度
定 員

現在員

23

23

1,985

1,958

1,000

794

806

773

3,814

30548

23

23

9,810

9,747

1,596

1,566

9,317

9,246

220

・ 195

326

239

626

534

21,918

21,550

平成29年度
定 員

現在員

23

23

2,035

1,946

977

813

806

743

3,841

3,525

23

23

9,834

9,776

1,596

1,567

9,334

9,284

215

193

326

238

555

487

21.883

21,568

平成30年度
定 員

現在員

23

23

2,085

1,972

952

779

806

712

3.866

3,486

23

23

9.853

9.785

1,596

1,564

9.346

90296

213

187

326

233

491

440

21,848

210528

令和元年度
定 員

現在員

23

23

2,125

1.996

927

779

806

686

3,881

3,484

23

谷

23

9,868

9,794

1,596

1,563

9,370

9‘341

211

177

326

230

441

402

21,835

21,530

令和2年度
定 員

現在員

23

23

2,155

2,027

897

747

806

667

30881

3,464

23

23

9,876

9,824

10596

1,574

9,384

9,330

209

167

326

224

404

368

21,818

21,510

令和3年度
定 員

現在員

23

23

2.155

2｡046

897

715

806

657

3,881

3,441

23

23

9,878

9,803

1,596

1,579

9,392

9,385

207

159

326

218

379

， 332

21,801

21,499

令和4年度
定 員

現在員

23

23

2,155

2,066

857

681

806

646

3.841

3,416

23

23

9.878

9,771

1,598

’ 1,574

9,384

9,320

205

149

326

208

361

297

21,775

21,342

その他

散 官

裁判所

鯛査官

技官

医療

職員

合計

令和4年 度
42

26

41

26

119

103

124

53

326

208
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司法修習資金（及び平成29年度から実施の修習専念資金）の貸与申請者数，貸与金額別

内数及び貸与率（平成25年度～令和4年度）

O平成25年度（第67期）

・貸与申請者数：1,449名

・第67期司法修習生数： 1,969名

→貸与申請率：約73.59％

・貸与申請額内訳

18万円：67名

23万円：969名

25万5千円（住居加算） ：358名

25万5千円（扶養加算） ：30名

28万円：25名

○平成26年度（第68期）

・貸与申請者数： 1,181名

・第68期司法修習生数： 1,761名

→貸与申請率：約67.06％

・貸与申請額内訳 ．

18万円：66名

23万円：833名

25万5千円（住居加算） ：229名

25万5千円（扶養加算） ：27名

28万円：26名

○平成27年度（第69期）

・貸与申請者数： 1,205名

・第69期司法修習生数： 1,787名

→貸与申請率：約67.43％

・貸与申請額内訳

18万円：51名

23万円：894名

25万5千円（住居加算） ：207名

25万5千円（扶養加算） ：28名

28万円：25名

○平成28年度（第70期）

・貸与申請者数：993名

・第70期司法修習生数： 1,530名

→貸与申請率：約64.90％

↓



･貸与申請額内訳

18万円：33名

23万円：847名

25万5千円（住居加算） ： 78名

25万5千円（扶養加算） ：27名

28万円：8名

○平成29年度（第71期）

・貸与申請者数：543名

・第71期司法修習生数： 1,516名

→貸与申請率：約35.82％

・貸与申請額内訳

10万円：515名

12万5千円（扶養加算） ：28名

○平成30年度（第72期）

・貸与申請者数：499名

・第72期司法修習生数： 1,482名

→貸与申請率：約33.67％

・貸与申請額内訳

10万円：475名

12万5千円（扶養加算） ：24名

○令和元年度（第73期）

・貸与申請者数：598名

・第73期司法修習生数： 1,473名

→貸与申請率：約40.60％

・貸与申請額内訳

10万円：565名

12万5千円（扶養加算） ：33名

○令和2年度（第74期）

・貸与申請者数：629名

・第74期司法修習生数： 1,456名

→貸与申請率：約43.20％

・貸与申請額内訳

10万円：595名

12万5千円（扶養加算） ：34名

○令和3年度（第75期） 0

I



｡貸与申請者数：526名

･第75期司法修習生数： 1,328名

→貸与申請率：約39.61％

･貸与申請額内訳

10万円：491名

12万5千円(扶養加算） ：35名
I

○令和4年度（第76期）

・貸与申請者数：611名

・第76期司法修習生数： 1,393名

→貸与申請率：約43.86％

・貸与申請額内訳

10万円：557名

12万5千円（扶養加算） ：54名

※司法修習生採用発令日現在（平成28年度は採用発令日が日曜日のため翌日）で集計

※各期の貸与申請者数は貸与申請後に撤回した者を含めない数である。

※各期の貸与申請額内訳ば貸与申請額を変更した者については変更後の貸与申請額の数

である。

※各期の司法修習生数については，再採用者を含まない数である。
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司法修習生の兼業許可に関する資料

注1第67期司法修習生から運用を緩和することとした兼業許可に係る数値である。

注2数値は延べ人数であり､1人で複数の申請等した場合には､複数カウントされている。

採用年度（修習期） 申請者数
許可 不許可

６
『

取下げ

平成25年度（第67期） 272 254 4 14

平成26年度（第68期） 304 288 3 13

平成27年度（第69期） 326 315 5 6

平成28年度（第70期） 359 352 1 6

平成29年度（第71期） 262 256 1 5

平成30年度（第72期） 292 285 1 6

令和元年度（第73期） 262 254 0 8

令和2年度（第74期） 329 322 0 7

令和3年度(第75期） 327 320 3

ノ

4



20

1弁護士任官制度による弁護士から裁判官への任官者数

注） （ ）内は､民事調停官･家事調停官から裁判官への任官者数(弁護士任官制度による任官者数の内数)である。

2任官時配属先

高裁判事

地裁判事

家裁判事

地裁判事補

人
人
人
人

８
０
０
６

１

ノ

年度 平25 26 27 28 29 30 令元 2 3 4

任官者 4

(2)

1

4

(1)

1

(0）

3

(2)

2

(0）

2

(1)

1

(0）

4

(1)

3

(0）

0

(0）

内
訳

判事

判事補

4

(2)

0

(0）

2

(1)

2

(0）

1

(O)

0

(0）

3

(2)

0

(0）

1

(0）

1

(0）

1

(1)

1

(0）

1

(0）

0

(O)

2

(1)

2

(0）

3

(0）

0

(0）

0

(0）

0

(0）
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特例判事補の人数

一

年度 平25 26 27 28 29 30 令元 2 3 4

人数 419 389 373 356 382 379 390 376 368 2
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司法修習終了年・期別の判事補現員数及び特例判事補の数

(令和4年12月1日現在）

●

I

ノ

司法修習終了年 司法修習期別 判事補の現員数 特例判事補の数

平成24年

年
年
年
年

５
６
７
８

２
２
２
２

現行65期

新65期

期
期
期
期

６
７
８
９

６
６
６
６

2

２
４
２
０
２

７
７
７
６
６

２
氾
測
池
帥
鎚
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裁判官の年齢階層・男女別在職状況

(最高裁長官､最高裁判事及び高裁長官を含む｡ ）

29鳶

男

似下

女

30～39歳

男 女

40～49歳

男 女

50～59歳

男 女

60窟

男

i以上

女

合計

男 女

平成25年度 164 84 622 280 599 179 778 94 660 29 2,823 666

平成26年度 162 88 604 283 613 196 778 106 647 30 2,804 703

平成27年度 173 77 579 302 616 209 786 110 661 35 2,815 733

平成28年度 174 87 564 290 631 222 758 119 666 、 37 2,793 755

平成29年度 162 84 566 288 643 228 721 131 668 34 2,760 765

平成30年度 148 -75 544 281 667 234 693 137 661 46 2,713 773

令和元年度 153 64 529 285 657 239 682 147 676 52 2,697 787

令和2年度 146 69 511 265 670 256 648 149 694 56 2,669 795

令和3年度 147 73 483 255 667 267 642 159 686 62 2,625 816

令和4年度 153 69 434 247 668 279 667 164 665 70 2,587 829
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判事補の弁護士職務経験制度による弁護士職務従事者数

弁護士職務従事期間 人数

9名

(全員裁判官に復帰済み）
平成25年4月1日から同27年3月31日まで

■

11名
(全員裁判官に復帰済み）

平成26年4月1日から同28年3月31日まで

11名 ．
(全員裁判官に復帰済み）

平成27年4月1日から同29年3月31日まで

ロ

11名 ．

(全員裁判官に復帰済み）
平成28年4月1日から同30年3月31日まで

争

■

12名
(全員裁判官に復帰済み）

平成29年4月1日から同31年3月31日まで

い

I

12名
(全員裁判官に復帰済み）

平成30年4月1日から令和2年3月31日まで

14名
(全員裁判官に復帰済み）

平成31年4月1日から令和3年3月31日まで

14名
(全員裁判官に復帰済み）

令和2年4月'1日から同4年3月31日まで

I

令和3年4月1日から同5年3月31日まで（予定） 13名
I

’令和4年4月1日から同6年3月31日まで（予定） 14名
一LJ －ニュー

h


